
立川市の健康診断（40歳以上） 

※国保・後期高齢ご加入者が対象 
 

受診できるのは 2024年 3月 31日まで 

     治療中の方も受けられます。 

受診するには・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

健診Ｑ＆Ａ 

Ｑ：「定期的に通院しています。それでも健診を受けた方がいいですか？」 

 

Ａ：「生活習慣病などをいち早く発見するための健診と、治療の一環として受け

る検査は目的が違います。健診を受診し、食事や運動、睡眠といった生活習

慣を見直すことで、糖尿病や高血圧といった病気の発症や進行も防ぐこと

ができます。主治医とご相談のうえ、ぜひ、かかりつけの医療機関で健診を

受診してください。」 

 

 

  お問い合わせ：立川市保険年金課 業務係 

           電話：042-528-4314 

                  （平日８：30 ～ 17:00） 

 

     

無
料
！ 

受診案内封書（ご対象の方にＲ5.4月下旬郵送）がお手元にある 

医療機関リストからどこで受診するか選び（必要に応じ予約）

受診日を決める（受診期間はＲ5．3.31まで） 

保険証と受診券を持って受診する 

立川市健康推進課（527-3272）へ電話し受診案内

の送付依頼をする（紛失再発行も可） 

ある ない 

立川市健診ページは 

右記二次元コード 
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